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北九州市告示第３７８号

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号。以下「法」という 。） 第４６条第２項の規定による指定障害

福祉サービス事業の廃止の届出があったので、法第５１条第２号の規定により

次のとおり告示する。 

  令和２年１０月１日

北九州市長 北 橋 健 治  

１ 指定事業者に関する事項

（１） 指定障害福祉サービス事業者（居宅介護）

事業所又は施設 事業所又は施設の設置者 事業の主た

る対象者 

事業所番号 

ヘルパーステー

ションみどり 

北九州市戸畑区

銀座二丁目６番

５号 

合同会社緑風会 

代表社員 渡邊 緑 

北九州市戸畑区銀座二丁

目６番３５号 

特定なし 4016400428  

（２） 指定障害福祉サービス事業者（重度訪問介護） 

事業所又は施設 事業所又は施設の設置者 事業の主た

る対象者 

事業所番号 

ヘルパーステー

ションみどり 

北九州市戸畑区

銀座二丁目６番

５号 

合同会社緑風会 

代表社員 渡邊 緑 

北九州市戸畑区銀座二丁

目６番３５号 

特定なし 4016400428  

２ 廃止年月日 

 令和２年７月３１日
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北九州市告示第３７９号

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号。以下「法」という 。） 第３６条第１項及び児童福祉法（昭和

２２年法律第１６４号）第２１条の５の１５第１項の規定により、指定障害福

祉サービス事業者及び指定障害児通所支援事業者を指定したので、法第５１条

第１号及び児童福祉法第２１条の５の２５第１号の規定により次のとおり告示

する。

  令和２年１０月１日

北九州市長 北 橋 健 治  

１ 指定事業者に関する事項

（１） 指定障害福祉サービス事業者（就労継続支援Ａ型） 

事業所又は施設 事業所又は施設の設置者 事業の主た

る対象者 

事業所番号 

どんぐり 

北九州市小倉北

区黄金二丁目２

番１号 

株式会社ユニット 

代表取締役 石井隆道 

山口県周南市大字久米１

２５３番地の２３ 

特定なし 4017801632  

（２） 指定障害福祉サービス事業者（就労継続支援Ｂ型） 

事業所又は施設 事業所又は施設の設置者 事業の主た

る対象者 

事業所番号 

就労継続支援Ｂ

型事業所 春の

音 

北九州市若松区

本町二丁目９番

４号 

株式会社コール 

代表取締役 髙橋由紀子 

北九州市八幡西区折尾二

丁目５番２０号 

知的障害者

及び精神障

害者 

4016500466  

インクル門司港 

北九州市門司区

旧門司一丁目１

１番６号 

社会福祉法人北九州市手

をつなぐ育成会 

理事長 小松啓子 

北九州市戸畑区沖台二丁

目４番８号 

知的障害者 4017600414  

（３） 指定障害児通所支援事業者（児童発達支援） 

事業所又は施設 事業所又は施設の設置者 事業の主た

る対象者 

事業所番号 
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多機能型事業所

キートス 

北九州市門司区

二タ松町１番２

７号オーシャン

ビル１０２号室 

株式会社オーシャン 

代表取締役 大川明子 

北九州市門司区二タ松町

１番２７号 

重症心身障

害児以外 

4057600027  

（４） 指定障害児通所支援事業者（放課後等デイサービス） 

事業所又は施設 事業所又は施設の設置者 事業の主た

る対象者 

事業所番号 

多機能型事業所

キートス 

北九州市門司区

二タ松町１番２

７号オーシャン

ビル１０２号室 

株式会社オーシャン 

代表取締役 大川明子 

北九州市門司区二タ松町

１番２７号 

重症心身障

害児以外 

4057600027  

２ 指定年月日 

 令和２年８月１日 
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北九州市告示第３８０号 

 北九州市が管理する港湾施設の概要（昭和５８年北九州市告示第７８－１０

号）の一部を次のように改正する。 

  令和２年１０月１日 

                    北九州市長 北 橋 健 治 

 ５ 航行補助施設の港務通信施設の表の項中 

下関市大字関

後地村火の山

電波の型式及び周波数 

Ｆ３Ｅ １５６．６０ ＭＨＺ（１２チャンネル） 

Ｆ３Ｅ １５６．７０ ＭＨＺ（１４チャンネル） 

Ｆ３Ｅ １５６．８０ ＭＨＺ（１６チャンネル） 

Ｆ３Ｅ １６１．６０ ＭＨＺ（２０チャンネル） 

Ｆ３Ｅ １６１．７０ ＭＨＺ（２２チャンネル） 

空中線電力 ５０Ｗ 

下関市大字藤

ケ谷無番地 

電波の型式及び周波数 

Ｆ３Ｅ １５６．６０ ＭＨＺ（１２チャンネル） 

Ｆ３Ｅ １５６．７０ ＭＨＺ（１４チャンネル） 

Ｆ３Ｅ １５６．８０ ＭＨＺ（１６チャンネル） 

Ｆ３Ｅ １６０．８２５ ＭＨＺ（６４チャンネル） 

Ｆ３Ｅ １６０．９５ ＭＨＺ（７チャンネル） 

Ｆ３Ｅ １６１．６０ ＭＨＺ（２０チャンネル） 

空中線電力 ５０Ｗ 

改める。 

 ６ 荷さばき施設の荷さばき地の表の小倉の日明東１号岸壁荷さばき地の項

中「６，８７５．９５」を「２，３７５．９５」に改める。 

６ 荷さばき施設の上屋の表の小倉の項中 

日明５号上屋 小倉北区

西港町 

鉄骨造平屋建 １，５００．００ ２級 

日明５号上屋 小倉北区

西港町 

鉄骨造平屋建 １，５００．００ ２級 

日明東１号上屋 小倉北区

西港町 

鉄骨造平屋建 ４，５００．００ １級 

改める。 

「

」

を

に 

「

を

「

「

」

に

」

」
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北九州市消防局訓令第３号

庁中一般  

 北九州市消防局部長以下専決規程の一部を改正する訓令を次のように定める

。

  令和２年１０月１日

北九州市消防長 月 成 幸 治  

   北九州市消防局部長以下専決規程の一部を改正する訓令

 北九州市消防局部長以下専決規程（昭和６１年北九州市消防局訓令第３号）

の一部を次のように改正する。

 第２条予防部長専決事項の項第６号中「新築等の延べ面積が５００平方メー

トル以上の建築物に係る」を削り、「同意」の次に「（以下「確認の同意」と

いう。）」を、「こと」の次に「（新築等の延べ面積が１，０００平方メート

ル以上の建築物に係るものに限る。）」を加え、同項第７号を次のように改め

る。

 （７） 法第１７条の３の２に規定する消防用設備等又は特殊消防用設備等

の検査（以下「消防用設備等検査」という。）に関すること（新築等の延

べ面積が１，０００平方メートル以上の建築物に係るものに限る。）。

 第２条予防部長専決事項の項中第１１号を第１２号とし、第１０号を第１１

号とし、第９号を第１０号とし、同項第８号中「北九州市火災予防条例（昭和

４８年北九州市条例第４９号。以下「条例」という。）」を「条例」に改め、

同号を同項第９号とし、同項第７号の次に次の１号を加える。

（８） 消防法施行令（昭和３６年政令第３７号）第３２条及び北九州市火

災予防条例（昭和４８年北九州市条例第４９号。以下「条例」という。）

第５６条に規定する特例の適用（以下「特例適用」という。）に関するこ

と（新築等の延べ面積が１，０００平方メートル以上の建築物に係るもの

に限る。）。

 第２条消防署長専決事項の項第４号を次のように改める。

 （４） 特例適用に関すること（予防部長専決事項を除く。）。

 第２条消防署長専決事項の項第５号中「予防部長の専決事項とされたもの」

を「予防部長専決事項」に改める。

 第３条指導課長専決事項の項第１号中「許可」の次に「又は認可」を加え、

同項第２号中「通知」の次に「（建築設備に係る通知に限る。）」を加え、同

項第３号中「の規定による」を「に規定する」に改め、「こと」の次に「（新

築等の延べ面積が１，０００平方メートル以上の建築物に係るものに限る。）

」を加え、同条消防署予防課長専決事項の項第２号中「新築等の延べ面積が５
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００平方メートル未満の建築物（特例適用をするものを除く。）に係る」を削

り、「こと」の次に「（予防部長専決事項又は消防署長専決事項を除く。）」

を加え、同項第３号を次のように改める。

（３） 消防用設備等検査に関すること（予防部長専決事項又は消防署長専

決事項を除く。）。

第３条消防署予防課長専決事項の項第４号中「の規定による」を「に規定す

る」に、「消防署長が建築物の確認の同意の事務を所管する建築物に係るもの

に限る」を「指導課長専決事項を除く」に改め、同項第５号中「（建築設備に

係る通知を除く。）」を削り、「こと」の次に「（指導課長専決事項を除く。

）」を加える。

   付 則

 この訓令は、令和２年１１月１日から施行する。
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北九州市上下水道局告示第３３号 

  平成８年北九州市水道局告示第５号及び平成２４年北九州市上下水道局告示

第６号で告示した収納取扱金融機関について、次のとおり変更したので、地方

公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号）第２２条の２第３項の規定に

より告示する。 

令和２年１０月１日 

北九州市上下水道局長  中 西 満 信 

変更前 変更後 変更年月日 

株式会社十八銀行 株式会社十八親和銀行 令和２年１０月１日 

株式会社親和銀行
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北九州市上下水道局告示第３４号 

 水道法（昭和３２年法律第１７７号）第１６条の２第１項の規定による給水

装置工事事業者の指定を行ったので、同法第２５条の３第２項の規定により次

のとおり告示する。 

  令和２年１０月１日 

北九州市上下水道局長 中 西 満 信   

指定番号 工事店の 

名 称 

代表者 所在地 指定年月日 

Ｋ－１０９ 上村設備 上村正和 北九州市小倉北区

三萩野二丁目６番

２４号 

令和２年１

０月１日 

Ｎ－１５９ 藤木建設株 

式会社 

藤木 智 北九州市八幡西区

大平三丁目１６番

１０号 

令和２年１

０月１日 
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北九州市八幡東区選挙管理委員会告示第４号 

 令和元年１２月５日確定の筑前海区漁業調整委員会委員選挙人名簿を、次の

要領で関係人の縦覧に供する。 

  令和２年１０月１日 

北九州市八幡東区選挙管理委員会   

委員長 黒 野 ま ゆ み 

１ 場所 北九州市八幡東区中央一丁目１番１号 北九州市八幡東区役所内 

     北九州市八幡東区選挙管理委員会事務局 

２ 日時 令和２年１０月２０日から令和２年１１月３日まで １５日間 

     毎日午前８時３０分から午後５時まで 
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